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１　行政改革に対応した農林水産統計の推進

（１）有識者等からの指摘への対応

      農林水産統計組織に対しては、行政減
　　量・効率化有識者会議や経済財政諮問会
　　議等の場において有識者等から厳しい指
　　摘を受けており、これらの指摘に対して
　　適切な対応が求められている。

農林水産統計組織に対する厳しい指摘

○職員が直接調査を行っ　　　農林統計３２本のうち
　ており問題、アウトソ　→　職員が行うものは１９
　－シングすべき　　　　　　本であり、他府省には
　　(行政減量・効率化有識者会議)　　　　　見られない

○農林水産業のＧＤＰ比　　　政府全体の統計職員数
　率(1.1%)に比べ農林水　　　は約6,000人、
　産統計に職員数が偏り　→　うち農水省は約4,400人
　すぎ(経済財政諮問会議)　　　　　　　    (地方職員は4,100人)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【参考】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各省の統計職員数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務省　　･････約600人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省･････約350人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済産業省･････約350人

○諸外国に比べ農林水産　　　アメリカ農務省の統計
　統計職員数は多い　　　→　職員数は約1,100人
　　(経済財政諮問会議)　　　　　　　　　　　　　○うち地方職員700人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・調査員の指導
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・調査結果の審査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・調査の母集団整備など



【見直し後】

【見直し前】

（２）農林水産統計調査の見直し方向

      農林水産統計については、農政改革に
　　対応して抜本的な見直しを行い、国の職
　　員による調査を原則廃止し、調査員調査、
　　郵送調査など、アウトソーシングの取組
　　を推進している。
 
　　　これらのアウトソーシングや調査内容
　　の見直しを推進することにより、「国の
　　行政機関の定員の純減について（平成18
　　年６月閣議決定)｣に沿って、農林水産統
　　計分野は、平成22年度までに約1900人の
　　定員を純減することとしている。

アウトソーシングの導入方向

○原則として職員調査を廃止し、徹底したアウトソーシングを実施
○必要性の低下した調査の廃止・見直し

■農業経営体の経営状況
　(営農類毎･品目毎の経営収支､主要
　　農畜産物の生産費など)

■林業、漁業の経営状況
■農産物等の物価指数
■持続的生産環境に関する実態
■耕地面積､主要農作物の作付面積､
　収穫予想､収穫量
■繭の生産状況
■畜産物､牛乳乳製品の流通実態
■食品の価格形成状況
■食品ロスの状況
■食品流通の構造実態
■漁業生産量　など

職員調査

■農林漁業従事者や農漁村地域の構
　造実態
■畜産の飼養状況
■製材､木材流通の状況　など

調査員調査

■青果物､花き卸売市場の取扱量
■生鮮食料品の価格販売動向　など

郵送･ｵﾝﾗｲﾝ調査

１９本

７本

６本 左に加え

○農業経営体の経営状況
○主要農作物の収穫量　など

郵送･ｵﾝﾗｲﾝ調査 １６本

左に加え

○農産物等の物価指数
○耕地面積　など

１１本調査員調査

○農業経営体の経営状況の一部
○主要農作物の収穫量の一部(水稲)

(２本)職員調査

部分的にｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞを実施

　・調査員化
　・調査補助者導入
　・郵送･ｵﾝﾗｲﾝ化
　・調査内容見直し
　・周期年化



（３）農林水産統計の主な役割

    　農林水産統計調査は、農林水産業、関
　　連産業、消費者等を対象に農山漁村地域
　　の実態や生産、流通、加工、消費の実態
　　・動向等を把握し、これを省内関係政策
　　部局をはじめ広く国民に様々な媒体によ
　　り提供している。

　　　正確な農林水産統計調査の結果は、財
　　政支出や施策の実施、政策の目標値の設
　　定などに活用されており、農政を支える
　　基礎として不可欠となっている。

　　　このため、アウトソーシングを推進す
　　るとともに、これらのニーズには的確に
　　対応していく必要がある。

農林水産統計調査結果の利活用

【財政支出】

○経営所得安定対策の支
　援水準
○畜産物の行政価格の算
　定
○コメの需給安定対策の
　発動

【政策目標】

○食料･農業･農村基本計
　画(自給率･経営展等）
　の策定
○各種計画の策定

【法令の執行】

天災融資法、激甚災害法
の発動

○経営統計調査
○水稲作況調査

【算定データ・発動基準】

○各種作物の収穫
　量調査
○経営統計調査

【目標値策定データ】

農産物被害応急調査

【指標】



２　農林水産統計の更なる改革への対応

（１）農政改革推進のための統計整備

    　農林水産統計については、アウトソー
　　シングを徹底しつつ、農政改革の推進の
　　ための統計を整備するために必要な予算
　　はしっかり確保していくことが必要があ
　　る。

　【統計整備の方向性】
　　　①基幹となる統計の内容を見直して確
　　　　実に実施

　　　②必要性の薄れた統計の廃止と農政改
　　　　革に必要な新規統計の積極的な実施

　　　③市場化テストや民間委託を活用した
　　　　調査の効率化・合理化

　　　④国民にわかりやすく、利用しやすい
　　　　農林水産統計を目指した工夫

平成１９年度予算概算決定４１億円

●農政改革推進のための統計の整備
　基幹となる統計の確実な実施　　　　　　　　　　　　単位：百万円
　○農業経営統計調査
　　・品目横断的経営安定対策の推進に不可欠なデータ　　609(626)
　　・行政価格の算定に不可欠なデータ　など
　○集落営農に関する調査　　　　　　　　　　　　　　　　3(　9)
　　・集落営農の組織数、経営内容、今後の経営の展開
　　　方法等のデータ
　○生産統計調査(水稲作況調査)　　　　　　　　　　　　 99( 48)
　　・生産調整や集荷円滑化対策の実施に不可欠なデータ
　　・地球温暖化の水稲平年収量への影響に関する検討会

　｢攻め｣の農政をサポートする新規調査等の実施
　○東アジア食品産業活性化戦略の実現に資する食品産業
　　に関する新しい統計調査　　　　　　　　　　　　　　 53(　0)
　○基本計画の見直しを見据えた基礎数値の調査(拡充)等　 97( 60)

●農林水産統計の業務改革
　民間委託、ＩＴの活用等による統計業務の効率化
　○経営管理ソフトを活用した郵送調査化促進対策　　　　　4(　0)
　○アウトソーシングに伴う調査精度の低下を防止する対策 20(　0)
　○職員に代わる統計調査員の確保・育成対策(拡充)　　　100( 98)
　○統計の正確性・信頼性の確保を前提として、牛乳乳製品
　　統計調査などについて市場化テストを実施(20年度)

　国民にわかりやすく、利用しやすい農林水産統計を目指した工夫
　○農林水産統計の利活用の向上を図るため、ホームページ
　　の使いやすさの改善、公表・プレスリリース資料を刷新



○従来は各府省が独自に実施してきた統計
調
　査を政府全体で体系的に整備

・調査の体系を政府全体の基本計画(５年毎)として策定
　し、この中で｢基幹統計｣と｢一般統計｣に区分

※サービス統計等の充実が課題

○農林統計は、アウトソーシングに取り組
　んでいるが、今回の統計法改正を契機に
　農林統計の体系を再構築

・従来は調査の廃止は少なかったが、今後は思い切ったス
　クラップ・アンド・ビルド

農林漁業センサス

（中核となる統計)
経営統計

構造統計

流通消費統計

○開かれた統計をめざし、従来行政機関に
限
　られていたデータの二次利用を民間開放

○農林統計も広報・情報発信を更に強化、
　同時に職員の意識も改革

・民間等による利用の拡大

　　　　　　※学術研究等のための、
　　　　　　　・依頼に応じたオーダーメイド集計
　　　　　　　・個人情報を除いた調査票情報の貸出

・ホームページやプレスリリースをより分かりやすく工夫

　　　※ＧＩＳ(地理情報システム)を組み合わせた地域統計データの提供
　　　※ホームページのキーワード検索

生産統計

（主なデータ）

○アウトソーシング推進のための秘密の保護
○アウトソーシングの一環として市場化テ
ス
トを推進

・統計調査の受託者に対しても、秘密漏洩及び盗用に対
　する罰則規定を措置

・平成20年度から牛乳乳製品統計、生鮮食料品価格・販売
　動向調査などで市場化テストを推進

作付面積、生産量、作況

農家の所得、生産コスト

毎年の農家数・経営面積、
新規就農者数、集落営農状況

市場、食品ロス

(その他の統計)

【統計法改正(案)のポイント】 【対 応 方 向】

・農林統計の体系

・総務省にある統計審議会を廃止し、内閣府に統計委員会
　を設置

※政府の統計調査
　・指定統計： 55本(うち農水７本)
　・承認･届出統計：281本(うち農水23本)

政策課題に応じた統計

※現在は各府省の申請に基づいて調査内容を審議

※最近廃止した調査：繭生産統計調査(H17廃止)
　　　　　　　　　　野菜・果樹予想収穫量調査(H17廃止)

※現在は契約上の誓約書のみ

（２）統計法の改正と農林統計の対応方向

食育ファーム



　

（３）公共サービス改革法への対応

      公共サービズ改革基本方針（18年12月
　　閣議決定）等に基づき、各府省の統計調
　　査については、市場化テスト・民間開放
　　に向けた速やかな取組が求められている。

　　　農林水産統計については、公務員総人
　　件費改革の目標を達成するため、徹底し
　　たアウトソーシングを講じることとして
　　おり、その一つの手段として平成２０年
　　度から市場化テストの活用を図ることと
　　している。

【参考】
　○公共サービス改革基本方針の別表(抜粋)
　１．統計調査関連業務
　　(3)統計調査の民間開放に向けた措置等
　　　農林水産省は、公務員総人件費改革の取組の一環としても
　　民間開放を進めることとし、牛乳乳製品統計調査(指定統計
　　調査)生鮮食料品価格・販売動向調査(承認統計調査)等につ
　　いて平成20年度から法の対象業務とする方向で検討を行う。

　　　　　　　　　　　　　↓

　　　（課題）
　　　　☆受託可能な民間事業者の確保
　　　　☆統計調査結果の質の確保のための措置

公共サービス改革法の概要



●農林水産省ホームページアドレス
http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02stopframeset

３　広報・情報発信の強化について

（１）分かりやすい情報提供

    ホームページにキーワード検索機能を付
　加するなどして国民誰もが自宅などにいな
　がらにして必要なデータを入手できるよう
　改良するとともに、調査結果をプレスリリ
　ースする際に併せて関連情報を提供するな
　ど分かりやすい情報提供に取り組んでいる。

｢農林水産省ホームページ｣のキーワード検索

｢農林水産省ホームページ｣画面(統計関係)



（２）ＧＩＳを活用した地域統計データベ
　　ースの提供

    地図情報と農林業センサス等の統計デ
　ータを重ね合わせて表示・検索できるシ
　ステム(ＧＩＳ)を開発し、農業集落など
　の一定のエリア毎の各種データの表示や
　地域分布図の作成などが農林水産省のホ
　ームページ上で簡単に行える機能を充実
　する。　　（19年度から運用開始予定）

農林業センサス・地域データベースのイメージ

多層レイヤーによる複数地
図、統計データの表示

農林業センサス結果と他の統
計データの一体的利用

地図等による任意の地域検索
キーワード等による項目検索

Excel出
力

◎地域検索
　○地図上検索
　○地域名一覧検索
　○キーワード検索
　○データ条件検索

◎複数の地図情報、各種統計デー
　タを重ね合わせることによる農
　山漁村地域の複合的な把握

◎農林業センサス結果と作物統計
　調査等の他統計の調査結果を合
　わせた一体的な地域情報を提供

Ａ地区
農家数　　　6戸
農家人口　 　　26
人
農業就業人口 　10
人
農家率
11.5％
漁業経営体数　 10
人
漁業就業者数　  5
人

農林業センサス結果
・農家数､農家人口､農業就業人口､農家率
漁業センサス結果
・漁業経営体数、漁業就業者数
作物統計調査結果
・耕地面積
国勢調査結果
・総世帯数、総人口

画像ファ
イル出
力・印刷

◎データ検索
　○データ一覧検索
　○キーワード検索



●農林水産省ホームページアドレス
http://www.toukei.maff.go.jp/shityoson/index.html

（３）地域別分析・加工データの提供

    農林水産統計データと他省庁の各種統
　計データを組み合わせて、都道府県・市
　町村ごとの農林水産業の状況についての
　指標データをグラフを交えて分かりやす
　く提供している『わがマチ・わがムラ－
　市町村の姿－』について、利用者が統計
　データを自由に検索・加工できる機能を
　充実する。（19年度から運用開始予定）

｢農林水産省ホームページ｣のわがマチ・わがムラ




